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 愛媛県建設工事請負業者選定要領を次のように定める。 

   愛媛県建設工事請負業者選定要領 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、愛媛県会計規則（昭和 45 年愛媛県規則第 18号）の規定に基づき、競争入札

又は随意契約の見積りに加わろうとする者に必要な資格及び競争契約又は随意契約に付そうとす

る場合における業者の選定要領を定めるものとする。 

２ この要領の規定は、愛媛県建設工事共同企業体事務取扱要綱（平成６年 11 月愛媛県告示第 1275

号）第２条第２項に規定する特定建設工事共同企業体、同条第３項に規定する経常建設共同企業

体及び同条第４項に規定する地域維持型建設共同企業体の入札参加資格については、適用しない。 

 （競争入札及び随意契約への参加） 

第２条 愛媛県の発注する建設工事（建設業法（昭和 24年法律第 100 号）第２条第１項に規定する

建設工事をいう。以下同じ。）の競争入札又は随意契約の見積りに加わろうとする者は、等級別格

付け（以下「格付け」という。）をされた者（以下「有資格業者」という。）でなければならない。 

 （業者の格付け） 

第３条 格付けは、次に掲げる要件の全てを満たす者で建設工事入札参加資格審査申請書（様式第１

号）を提出したものについて行うものとする。 

 (１) 所得税又は法人税並びに特別法人事業税（本県分に限る。以下同じ。）及び地方法人

特別税（本県分に限る。以下同じ。）並びに消費税（これらのうち国税通則法（昭和37

年法律第66号）第46条第１項若しくは第２項の規定による納税の猶予（以下「納税の猶

予」という。）又は地方税法（昭和25年法律第226号）第15条第１項の規定による徴収の

猶予（以下「徴収の猶予」という。）を受けたものを除く。）について未納がないこと。 

 (２) 県税全税目（徴収の猶予を受けたものを除く。）について未納がないこと。 

 (３) 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出、厚生年金保険法（昭和

29年法律第115号）第27条の規定による届出及び雇用保険法（昭和49年法律第116号）第

７条の規定による届出をしていること（これらの規定が適用されない場合を除く。）。 



 (４) 当該年に係る建設業法第27条の23第１項の経営事項審査を受け、同法第27条の29第１

項の総合評定値の通知を受けていること。 

２ 格付けは、次の各号に掲げる工事種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める段階の等級に

区分して行うものとする。 

(1) 土木 ５段階の等級 

(2) 建築 ４段階の等級 

(3) その他 ３段階の等級 

３ 格付けは、平成７年度を初年度とする毎２年度を単位として、当該毎２年度の建設工事に係る

競争入札又は随意契約の見積りについて効力を有する。 

 （建設工事入札参加資格審査申請書等） 

第４条 前条第１項の申請書は、次に掲げる書類を添付し、随時、知事に提出することができる。

ただし、別に定める期間内に提出するよう努めるものとする。 

 (１) 印鑑証明書 

 (２) 所得税又は法人税並びに消費税及び地方消費税（これらのうち納税の猶予を受けたものを除

く。）について未納がない旨の証明書 

 (３) 県税全税目（個人の県民税及び地方消費税を除く。）並びに特別法人事業税及び地方

法人特別税（これらのうち徴収の猶予を受けたものを除く。）について未納がない旨の

証明書（知事が保有している当該書類により確認すべき事項に係る情報を前条第１項の

申請書の審査のために利用することについて申請者の同意がある場合を除く。） 

 (４) 個人の県民税（徴収の猶予を受けたものを除く。）について未納がない旨の証明書 

 (５) 建設業法第 27条の 29 第１項の規定による総合評定値通知書の写し 

 (６) 前条第１項第３号の要件を満たすことを証する書類（前号の書類により当該要件を満たすこ

とを確認できない場合に限る。） 

(７) その他知事が必要と認める書類 

２ 本県に主たる営業所を有しない業者にあつては、前項に掲げる書類のほか、建設業許可申請書

の写し（知事又は大臣の許可証明を添付したもの）を添付しなければならない。 

３ 第１項第２号から第４号までに規定する税のうち納税の猶予又は徴収の猶予を受けたものがあ

る者にあつては、同項に掲げる書類のほか、当該納税の猶予又は徴収の猶予の許可を受けた通知

書の写し等を添付しなければならない。 

４ 前条第１項の申請書提出後、次の各号（本県に主たる営業所を有する業者にあつては、第１号

から第４号までに限る。）に掲げる事項について変更が生じたとき、又は本県に主たる営業所を有

しない業者が建設業法第 29 条若しくは第 29 条の２第１項の規定により許可を取り消されたとき

は、建設工事入札参加資格審査申請書変更届出書（様式第２号）を知事に提出しなければならな

い。 

 (１) 商号又は名称 

 (２) 営業所所在地 

 (３) 代表者氏名 

 (４) 使用印鑑又は実印 

 (５) 代理人氏名 

 (６) 建設業の許可番号 

５ 前項の届出書には、当該届出に係る事項についての変更後の第１項第１号及び第７号に

掲げる書類並びに第２項の建設業許可申請書の写し（知事又は大臣の許可証明を添付した

もの）を添付しなければならない。 

 （建設工事入札参加資格審査申請の特例） 

第５条 建設業法第 17 条の２第１項から第３項まで若しくは第 17条の３第１項の規定により有資

格業者の建設業者としての地位を承継した者又は有資格業者から建設業の一部の譲受け等により

当該有資格業者の実態を引き継いだ者は、次項に規定する場合を除き、第３条第１項の規定にか

かわらず、当該承継又は引継ぎのあつた日から 30日以内に建設業者格付継承申請書（様式第３号）



を知事に提出して格付けを受けることができる。 

２ 有資格業者は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合において、当該格付けに係

る建設工事の事業を引き続き行うときは、当該事実の発生した日から 30日以内に、合併等に関す

る届出書（様式第４号）を知事に提出しなければならない。 

 (１) 合併 

 (２) 分割又は他の法人の分割による事業の全部若しくは一部の承継 

 (３) 事業の一部の譲渡又は他の法人の事業の全部若しくは一部の譲受け 

 (４) 民事再生法（平成 11年法律第 225 号）第 33条第１項の規定に基づく再生手続開始の決定 

 (５) 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）第 41条第１項の規定に基づく更生手続開始の決定 

３ 第１項の申請書及び前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。た

だし、同項の届出書を提出する場合であつて、実印に変更がないときは、第２号に掲げる

書類は、添付することを要しない。 

(１) 承継若しくは引継ぎ又は合併等の事実を証する書類 

(２ ) 印鑑証明書 

(３ ) 建設業法第 27 条の 29 第１項の規定による総合評定値通知書の写し 

(４ ) その他知事が必要と認める書類 

４ 前条第２項の規定は、第２項の届出について準用する。この場合において、同条第２項中「前

項」とあるのは「次条第３項」と、「建設業許可申請書の写し（知事又は大臣の許可証明を添

付したもの）」とあるのは「建設業許可申請書の写し（知事又は大臣の許可証明を添付したもの）

又は譲渡及び譲受け認可申請書、合併認可申請書、分割認可申請書若しくは相続認可申請書の写

し（当該認可を証する書類を添付したもの）」と読み替えるものとする。 

５ 知事は、第２項の規定による届出に基づいて審査を行い、当該届出をした有資格業者の格付け

を変更する必要があると認めるときは、当該格付けを変更するものとする。 

 （格付けの抹消） 

第６条 建設業法第 12 条各号のいずれかに該当することとなつたとき、又は同法第 29 条若しくは

第 29条の２第１項の規定により許可を取り消されたときは、格付けを抹消する。 

 （業者の選定及び発注区分） 

第７条 業者の選定は、有資格業者のうちから行うものとする。 

２ 工事種類別の格付け等級及びその発注対象工事は、次表のとおりとし、業者を選定しようとす

るときは、当該工事の実施設計工費（請負に付すべき金額に支給材料費を加算した純工事費。以

下「設計工費」という。）に対応する格付け等級に属する者から行うものとする。ただし、当面の

間、当該格付け等級の直近上位の格付け等級に属する者からも選定することができるものとする。 

工事種類別 等級 発注対象工事１件ごとの設計工費 

土木 Ｓ １億円以上 

Ａ 5,000万円以上１億円未満 

Ｂ 3,000万円以上5,000万円未満 

Ｃ 1,000万円以上3,000万円未満 

Ｄ 1,000万円未満 

建築 Ａ 6,000万円以上 

Ｂ 3,000万円以上6,000万円未満 

Ｃ 1,500万円以上3,000万円未満 

Ｄ 1,500万円未満 

その他 Ａ 4,500万円以上 

Ｂ 1,000万円以上4,500万円未満 

Ｃ 1,000万円未満 



 （業者選定の特例） 

第８条 特に緊急を要する工事、特殊機械又は特殊の技術を要する工事その他特別の事由があると

認める工事の業者の選定については、第２条又は第７条の規定によらないことができる。 

    附 則 

１ この要領は、公布の日から施行する。 

２ 建設工事請負業者選定要領（昭和 36年愛媛県訓令第５号。以下「旧要領」という。）は、廃止

する。 

３ この要領施行の際現に旧要領に基づいて格付けされている者は、この要領に基づいて格付けさ

れたものとみなす。 

４ この要領施行の際現に旧要領に基づきなされた工事請負指名（競争参加）願の提出は、この要

領第４条の規定により提出された工事請負競争参加願とみなす。 

５ 昭和 39 年に限り、共同企業体の提出する工事請負競争参加願の提出期限は、第４条の規定にか

かわらず７月 31 日までとする。この場合において当該共同企業体の構成員である業者の全員が同

条による工事請負競争参加願を所定の期限内に提出しているものでなければならない。 

    前 文（抄）（昭和 42年３月 22日告示第 251 号） 

 昭和 42年４月１日から施行する。 

    前 文（抄）（昭和 45年３月 27日告示第 263 号） 

 昭和 45年４月１日から施行する。 

    附 則（昭和 45年４月１日規則第 18 号抄） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

    附 則（昭和 47年６月６日告示第 546 号） 

 （施行日） 

１ この要領は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 建設業法の一部を改正する法律（昭和 46年法律第 31 号）附則第４項の規定により引き続き建

設業を営むことができる者（以下「登録業者」という。）については、改正後の愛媛県建設工事請

負業者選定要領（以下「新要領」という。）第４条第２項及び第４項並びに第６条の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。 

３ 登録業者の新要領様式第１号及び様式第３号の適用については、これらの様式中「許可」とあ

るのは「登録」とする。 

    前 文（抄）（平成２年１月 26日告示第 118 号） 

 この告示の際現に改正前の愛媛県建設工事請負業者選定要領（以下「旧要領」という。）第３条の

規定により決定されている格付けについては、改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要領（以下「新

要領」という。）第３条の規定による格付けが決定されるまでの間は、なお従前の例による。 

 この告示の際現に旧要領第３条の規定により提出されている建設工事入札参加資格審査申請書は、

新要領第３条の規定により提出された建設工事入札参加資格審査申請書とみなす。 

    附 則（平成６年 11月 18 日告示第 1275 号抄） 

１ この要綱は、平成６年 11月 18 日から施行する。 

    前 文（抄）（平成８年４月１日告示第 513 号） 

 公布の日から施行する。 

    前 文（抄）（平成 11年３月 31日告示第 499 号） 

 平成 11年４月１日から施行する。 

    前 文（抄）（平成 12年 11 月６日告示第 1546 号） 

 告示の日から施行する。 

 改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要領第４条第１項及び第３項の規定は、平成 13 年度以降の

格付けに係る建設工事入札参加資格審査申請及び建設工事入札参加資格審査申請書変更届出につい

て適用し、平成 12 年度の格付けに係る建設工事入札参加資格審査申請及び建設工事入札参加資格審

査申請書変更届出については、なお従前の例による。 



    前 文（抄）（平成 16年２月 27日告示第 375 号） 

 平成 16年３月１日から施行する。 

 改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要領第３条第１項及び第４条第２項の規定は、公益法人に

係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律（平成 15 年法律第 96号。以下

「公益法人改革推進法」という。）第２条の規定による改正後の建設業法第 27 条の 23第１項の経営

事項審査を受けた者について適用し、公益法人改革推進法第２条の規定による改正前の建設業法第

27 条の 23 第１項の経営事項審査（公益法人改革推進法附則第３条第６項の規定によりなお従前の

例によることとされる場合におけるものを含む。）を受けた者については、なお従前の例による。 

    前 文（抄）（平成 16年 11 月２日告示第 2225 号） 

 告示の日から施行する。 

 改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要領様式第１号の規定は、平成 17年度以降の格付けに係る

建設工事入札参加資格審査申請について適用し、平成 16年度の格付けに係る建設工事入札参加資格

審査申請については、なお従前の例による。 

    前 文（抄）（平成 16年 12 月 24 日告示第 2526 号） 

 平成 17年１月 16日から施行する。 

この告示の際現に改正前の愛媛県建設工事請負業者選定要領様式第１号の規定により提出されてい

る建設工事入札参加資格審査申請書は、改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要領様式第１号の規

定により提出された建設工事入札参加資格審査申請書とみなす。 

    前 文（抄）（平成 17年３月 29日告示第 731 号） 

 平成 17年４月１日から施行する。 

    前 文（抄）（平成 18年４月 28日告示第 691 号） 

 平成 18年５月１日から施行する。 

    前 文（抄）（平成 18年８月 29日告示第 1295 号） 

 平成 18年９月１日から施行する。 

    前 文（抄）（平成 18年 10 月 31 日告示第 1593 号） 

 告示の日から施行する。 

 改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要領様式第１号の規定は、平成 19年度以降の格付けに係る

建設工事入札参加資格審査申請について適用し、平成 18年度の格付けに係る建設工事入札参加資格

審査申請については、なお従前の例による。 

    前 文（抄）（平成 20年３月 25日告示第 467 号） 

 平成 20年４月１日から施行する。 

 改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要領第７条第２項の規定は、同日以後に入札の公告又は通

知を行う工事について適用し、同日前に入札の公告又は通知を行った工事については、なお従前の

例による。 

    前 文（抄）（平成 20年 11 月４日告示第 1562 号） 

 告示の日から施行する。 

 改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要領様式第１号の規定は、平成 21年度以降の格付けに係る

建設工事入札参加資格審査申請について適用し、平成 20年度の格付けに係る建設工事入札参加資格

審査申請については、なお従前の例による。 

    前 文（抄）（平成 22年 10 月 29 日告示第 1213 号） 

 告示の日から施行する。 

 改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要領（以下「新要領」という。）の規定は、平成23年度以降

の格付けについて適用し、平成22年度の格付けについては、なお従前の例による。 

 平成 23年度及び平成 24 年度の格付けについての新要領第３条第１項第３号及び第４条第１項第

３号の規定の適用については、新要領第３条第１項第３号中「実施している」とあるのは「実施し、

又は当該特別徴収の実施を誓約している」と、新要領第４条第１項第３号中「実施を証するスタン

プ」とあるのは「実施又は実施の誓約を証するスタンプ」とする。 

    前 文（抄）（平成 24年 11 月２日告示第 1312 号） 



 告示の日から施行する。 

 改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要領様式第１号の規定は、平成 25 年度以降の格付けに係る

建設工事入札参加資格審査申請について適用し、平成 24 年度の格付けに係る建設工事入札参加資格

審査申請については、なお従前の例による。 

    前 文（抄）（平成 26年 11 月７日告示第 1239 号） 

 告示の日から施行する。 

改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要領の規定は、平成 27年度以降の格付けについて適用し、

平成 26 年度の格付けについては、なお従前の例による。 

前 文（抄）（平成 28 年２月 16 日告示第 167 号） 

 告示の日から施行する。 

前 文（抄）（平成 28年 10 月 18 日告示第 1146 号） 

 告示の日から施行する。 

改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要領の規定は、平成 29年度以降の格付けについて適用し、

平成 28 年度の格付けについては、なお従前の例による。 

前 文（抄）（平成 30年 10 月 16 日告示第 978 号） 

改正 

令和元年７月９日告示第 305 号 

告示の日から施行する。 

改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要領の規定は、令和元年度以降の格付けについて適用し、

平成 30 年度の格付けについては、なお従前の例による。 

前 文（抄）（令和元年６月 28日告示第 238 号） 

令和元年７月１日から施行する。 

前 文（抄）（令和元年７月９日告示第 305 号） 

告示の日から施行する。 

前 文（抄）（令和２年 10 月 27 日告示第 1157 号） 

告示の日から施行する。 

改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要領様式第１号の規定は、令和３年度以降の格付けに係る

建設工事入札参加資格審査申請について適用し、令和２年度の格付けに係る建設工事入札参加資格

審査申請については、なお従前の例による。 

前 文（抄）（令和３年３月２日告示第 219 号） 

令和３年４月１日から施行する。 

改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要領（以下「新要領」という。）第３条第２項の規定に基づ

く令和３年度以降の格付けは、この告示の施行の日（以下「施行日」という。）前においても同項の

規定の例により行うことができる。 

新要領第７条第２項の規定は、施行日以後に入札の公告又は通知を行う工事について適用し、施

行日前に入札の公告又は通知を行った工事については、なお従前の例による。 

この告示の際現に提出されている改正前の愛媛県建設工事請負業者選定要領様式第１号及び様式

第３号の規定による申請書は、それぞれ新要領様式第１号及び様式第３号の規定による申請書とみ

なす。 

前 文（抄）（令和４年 10 月 28 日告示第 1073 号） 

告示の日から施行する。 

改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要領様式第１号の規定は、令和５年度以降の格付けに係る

建設工事入札参加資格審査申請について適用し、令和４年度の格付けに係る建設工事入札参加資格

審査申請については、なお従前の例による。 

前 文（抄）（令和６年 10 月 15 日告示第 917 号） 

告示の日から施行する。 

改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要領様式第１号の規定は、令和７年度以降の格付け

に係る建設工事入札参加資格審査申請について適用し、令和６年度の格付けに係る建設工事



入札参加資格審査申請については、なお従前の例による。 

前 文（抄）（令和８年１月 30日告示第 62 号） 

令和８年２月１日から施行する。 



様 年 月 日

〒

〒

〒

知事
大臣

号
許可番号法人番号（法人の場合）

愛媛県知事

    -

第

年度　建設工事入札参加資格審査申請書

８　発注を希望する業種（○印を記入すること。）

舗装土木 建築
タイル・
れんが・
ブロック

しゆんせつ 板金

６　資本金額 法人
資 本 金

電話

解体

(     )-(     )-(      )

(     )-(     )-(      )

ガラス

個人

清掃施設

ガラス

鋼構造物

電話

ＦＡＸ

自己資本

鉄筋

鉄筋 舗装

電話

水道施設

土木 建築

塗装 防水

大工 左官

９　許可を受けた建設業の種類（○印を記入すること。）

電気通信 造園 さく井 建具

鋼構造物

消防施設

板金

７　愛媛県電子入札用　業者ＩＤ(建設工事)

自己資本

大工 左官 とび・土工 石 屋根 電気 管

内装仕上 機械器具設置

解体

とび・土工 石

熱絶縁 電気通信

熱絶縁

しゆんせつ

消防施設

清掃施設塗装 防水 内装仕上 機械器具設置

(     )-(     )-(      )

ＦＡＸ

ＦＡＸ

(     )-(     )-(      )

(     )-(     )-(      )

(     )-(     )-(      )

５　経営事項審査の審査基準日 　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　　日

【代表】電子メールアドレス職・氏名

電話

３　主たる営

　業所

４　その他の

　営業所     -

千円

    -

千円

千円

様式第１号（第３条、第４条、様式第２号関係）　建設工事入札参加資格審査申請書

（行政書士）

事務所の名称
及 び 所 在 地

氏 名

２　申請事務担当者

電 話 番 号

１　申請要件　（該当するものを☑すること。)

（ ふ り が な ）

商号又は名称

（ ふ り が な ）

代表者の役職
及 び 氏 名

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４（同令第167条の11第１項において準用する場合を含む。）の規定に該当
しない者であること。

愛媛県建設工事請負業者選定要領（昭和39年７月愛媛県告示第607号）第３条第１項に掲げる要件を全て満たしている者である
こと。

住 所

（該当するものを☑すること。)

【担当者】電子メールアドレス

屋根 電気 管
タイル・
れんが・
ブロック

造園 さく井 建具 水道施設

（職印）

1



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

　 有 　 無

1

2

　 有 　 無 年 月

　 有 　 無 万円

～ 万円

15　建設業労働災害防止協会（建災防）への加入状況

加入の有無

17　不当要求防止責任者講習受講状況

受講者氏名 受講年月日 　　年　　　月　　　日

　年　　月　　日　年　　月　　日

（該当するものを☑すること。)

（該当するものを☑すること。)

16　第三者賠償責任補償保険（年間包括契約に限る。）への加入状況

加入の有無

塡補限度額

身体賠償

保険期間
（補償期間）

財物賠償

加入年月

14　労働福祉の状況（該当するものを☑すること。)

雇用保険

(3)　「ひめボス宣言事業所」基本認証の取得状況

13　インターンシップ、出前講座等の実施状況

活　動　の　概　要 主  催  者

(1)　社会保険等の加入状況

  加入   適用除外 健康保険   加入   適用除外 厚生年金保険   加入   適用除外

12　本県との非常事態に関する協定の締結状況

締結の有無 （該当するものを☑すること。) 協定コード

活 動 期 間

10　役職員数

従 業 員

技 術 関 係 職 員
事 務 職 員 計

有 資 格 者 そ の 他 職 員

常 勤 の 役 員

11　地域貢献活動の状況

活　動　の　概　要 主  催  者 活 動 期 間 活動人数

（上記(3)で「無」を選んだ場合に限り記入すること。）

策定の有無 　 有 　 無

(2)　就業規則における「週休２日制」の規定状況

規定の有無 　 有 　 無

　 有 　 無

(4)　就業規則における育児休業制度及び介護休業制度の規定状況

規定の有無 　 有 　 無

(5)　次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）に基づく一般事業主行動計画の策定状況

取得の有無

（上記(3)で「無」を選び、かつ、(4)で「有」を選んだ場合に限り記入すること。）

人人人人人

2



　 有 　 無 年 月

　 有 　 無 年 月

　 有 　 無 　 有 　 無

　 有 　 無

18　協力雇用主への登録状況

登録の有無 （該当するものを☑すること。)

19　えひめジョブチャレンジＵ－15事業　受入事業所等への登録状況

登録の有無 （該当するものを☑すること。)

登録年月

登録年月

住　　所商号又は名称

許可番号 兼任先の商号又は名称

許可番号

　 有 　 無

2

1

（該当するものを☑すること。)

　 有 　 無 （該当するものを☑すること。)

住　　所 商号又は名称許可番号

氏　　　名 兼任先役職

(3)　役員の兼任 （該当するものを☑すること。)

役職

（該当するものを☑すること。)(2)　子会社(1)　親会社 （該当するものを☑すること。)

4

22　愛媛県に建設工事入札参加資格審査申請書を提出し、又は提出を予定している系列会社の状況

5

3

義務の有無

(2)　障害者の雇用義務がある者の雇用義務の達成状況　（上記(1)で「有」を選んだ場合に限り記入すること。）

達成の状況

(3)　障害者の雇用の有無　（上記(1)で「無」を選んだ場合に限り記入すること。）

　 達成している 　 達成していない （該当するものを☑すること。)

雇用の有無

(4)　雇用障害者情報

個別状況 身体障害者手帳等の番号 障害等級又は程度

20　建設機械の保有状況

21　障害者雇用状況

(1)　障害者の雇用義務

台

3



（ 生年月日 ） （ 卒業年月日 ） （ 資格者証有効期限 ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

23　技術者・技能労働者の略歴

氏 名
年　齢

雇用年月日
最終学校・学科名

業種
コード

有資格
区 分
コ ー ド

監理技術者資格者証番号 マスター
該当

(担当業種)

役員
等

講
習
受
講

解
体
工
事

業種
コード

有資格
区 分
コ ー ド

講
習
受
講

解
体
工
事

第 号

第 号

第 号

第 号

第 号

第 号

第 号

第 号

第 号

第 号

第 号

第 号

第 号

第 号

第 号

第 号

第 号

第 号

第 号

第 号

第 号

第 号

第 号

第 号

4



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

25　女性の技術関係職員の雇用状況

氏 名 生　年　月　日 雇 用 年 月 日 職 種

24　満35歳未満の技術関係職員の雇用状況

氏 名 年 齢 生 年 月 日 雇 用 年 月 日 職 種

26　建設機械運転業務の有資格者の在籍状況

資 格 の 種 類 役員等氏 名 生　年　月　日 雇 用 年 月 日

27　防災士等の有資格者の在籍状況

氏 名 生　年　月　日 雇 用 年 月 日 資 格 の 種 類 役員等

5



表彰区分
コード

業種

28　表彰受賞歴

受 賞 年 月 日表　彰　の　種　類 工　事　名

処 分 等 の 理 由

29　監督処分及び入札参加資格停止措置の状況

実 施 行 政 庁 処 分 等 の 年 月 日 処 分 等 の 内 容 ・ 期 間

6



実印

　　　　　年　　　月　　　日

別紙

　住　　　　所

　商号又は名称

　代表者の役職
　及び氏名

使　用　印　鑑　届

使用印 実印

　上記の印鑑は、入札、見積り、契約及び契約に基づく行為に使用したいから

お届けします。

7



様式第２号（第４条関係） 建設工事入札参加資格審査申請書変更届出書 

法人番号（法人の場合）                                        

 

 

建設工事入札参加資格審査申請書変更届出書 

 

 

年  月  日 

 

 

愛媛県知事      様 

 

住 所 

商号又は名称
代表者氏名

  

 

    年度建設工事入札参加資格審査申請書（様式第１号）に係る審査事項について次の

とおり変更しました。 

 

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変更年月日 

    

    

    

    

    

注 １ 用紙寸法は、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 届出に係る事項についての変更後の愛媛県建設工事請負業者選定要領（昭和39年７月愛

媛県告示第607号）第４条第１項第１号及び第７号に掲げる書類並びに同条第２項の建

設業許可申請書の写し（知事又は大臣の許可証明を添付したもの）を添付すること。 



様式第３号（様式第５条） 建設業者格付継承申請書 

法人番号（法人の場合）                                        

 

 

建 設 業 者 格 付 継 承 申 請 書 

 

 

年  月  日 

 

愛媛県知事      様 

 

住 所 

商号又は名称
代表者氏名

  

 

    年  月  日をもつて次のとおり事業継承しましたので、愛媛県建設工事請負業

者選定要領（昭和39年７月愛媛県告示607号）に基づく格付けの継承を承認してください。 

 

区 分 
許 可 番 号 

許 可 年 月 日 

商 号 又 は 

名 称 
代表者氏名 営 業 所 所 在 地 

元 格 付 者 
（  ）第   号 

・   ・ 
   

格 付 継 承 者 
（  ）第   号 

・   ・ 
   

格付継承理由

及び事業継承

状況 

 

債権、債務そ

の他財産に関

する継承状況 

 

技術者及び使

用人について 
 

入札、見積

り、契約及び

契約に基づく

行為に使用す

る印鑑 

使 用 印 実 印 

  

そ の 他  

注 用紙寸法は、日本産業規格Ａ４とすること。 



様式第４号（第５条関係） 合併等に関する届出書 

法人番号（法人の場合）                                        

 

合 併 等 に 関 す る 届 出 書 

 

年  月  日 

 

愛媛県知事      様 

 

住 所 

商号又は名称
代表者氏名

  

 

届 出 に 係 る 事 実 

（該当する番号を○で囲むこと。） 

１ 合併 

２ 分割 

３ 他の法人の分割による事業の全部又は一部の承継 

４ 事業の一部の譲渡 

５ 他の法人の事業の全部又は一部の譲受け 

６ 民事再生法に基づく再生手続開始の決定 

７ 会社更生法に基づく更生手続開始の決定 

届出に係る事実の具体的内容  

合併、分割、事業の譲渡等

の日又は再生手続開始の決

定若しくは更生手続開始の

決定があつた日 

         年   月   日 

入札、見積り、契約及び契

約に基づく行為に使用する

印鑑 

使 用 印 実 印 

  

そ の 他  

注１ 用紙寸法は、日本産業規格Ａ４とすること。 

２「入札、見積り、契約及び契約に基づく行為に使用する印鑑」欄は、使用印又は実印

に変更があつた場合にのみ押印すること。 


